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南海トラフ地震対策等に関する支出の増加が見込まれる

○ 震災後のライフライン確保のため、津波浸水区域外への新水源の構築を進
めています。

○ 水道施設は高度成長期に整備されたものが多く、老朽化が進んでおり、計画
的な耐震化や更新の投資事業が必要です。

○ 人口減少や節水機器の普及等による水需要の減少により、料金収入は減少
し続けるため、純損益は、令和７年度以降、毎年赤字となる見込みです。

○ 令和16年度以降は累積欠損額が発生し、事業の継続が困難となる見込み。

収入の確保

○ 安全で安定的に水道水を供給していくためには、赤字を解消し、将来の維
持・更新需要に必要な財源確保を見据えた、料金水準を検討する必要があ
ります。

１．適正な料金水準検討の必要性 1

※純損益：料金収入等を収入とする収益的収支の損益

※累積欠損額：剰余金等で補填することができなくなった損失額



現行の料金表に対して料金案（４ケース）について検討します。

２．料金水準の検討条件

※ 平均的な家庭（1ヶ月20㎥使用、量水器口径13ｍｍ）の場合
（①820円＋②110円×③10㎥＋④80円）＝⑤2,000円（税抜）

上記計算例の凡例

①基本料金、②超過料金、③超過水量、④量水器使用料、⑤月額料金（税抜）
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■現行水道料金（1ヶ月分、税抜） 量水器使用料（1ヶ月分、税抜）

区分 用途 基本水量 基本料金 超過水量
超過料金

1㎥につき
口径 ｍｍ 料金

専用栓 家庭用 10㎥まで 820円11～20㎥ 110円 13 80円

21～30㎥ 115円 20 140円

31～50㎥ 120円 25 150円

51～100㎥ 125円 30 250円

101㎥～ 130円 40 290円

営業用 10㎥まで 1,200円11～30㎥ 115円 50 2,000円

団体用 31～50㎥ 125円 75 2,700円

51㎥～ 145円 100 3,500円

共用線 家庭用 10㎥まで 820円11㎥～ 110円

専用栓、共用栓の区分及び用途区分あり



２．料金水準の検討条件 3

■ケース１ 料金収入全体を 15％ 増収とする場合の料金改定（1ヶ月分、税抜） 量水器使用料（1ヶ月分、税抜）

区分 用途 基本水量 基本料金 超過水量
超過料金

1㎥につき
改定率 口径 ｍｍ 料金 改定率

専用栓 家庭用 10㎥まで 945円11～20㎥ 130円 18% 13 90円 13%

共用栓 営業用 （改定率） 21～30㎥ 140円 22% 20 160円 14%

の区分なし 団体用 15%31～50㎥ 150円 25% 25 175円 17%

用途区分なし 51～100㎥ 165円 32% 30 290円 16%

101㎥～ 175円 35% 40 335円 16%

※平均的な家庭（1ヶ月20㎥使用、量水器口径13ｍｍ）の場合
①945円＋②130円×③10㎥＋④90円 ＝ ⑤2,335円（335円アップ、16.8％アップ）

50 2,300円 15%

75 3,105円 15%

100 4,025円 15%

■ケース２ 料金収入全体を 20％ 増収とする場合の料金改定（1ヶ月分、税抜） 量水器使用料（1ヶ月分、税抜）

区分 用途 基本水量 基本料金 超過水量
超過料金

1㎥につき
改定率 口径 ｍｍ 料金 改定率

専用栓 家庭用 10㎥まで 985円11～20㎥ 140円 27% 13 95円 19%

共用栓 営業用 （改定率） 21～30㎥ 145円 26% 20 170円 21%

の区分なし 団体用 20%31～50㎥ 155円 29% 25 180円 20%

用途区分なし 51～100㎥ 170円 36% 30 300円 20%

101㎥～ 180円 38% 40 350円 21%

※平均的な家庭（1ヶ月20㎥使用、量水器口径13ｍｍ）の場合
①985円＋②140円×③10㎥＋④95円 ＝ ⑤2,480円（480円アップ、24.0％アップ）

50 2,400円 20%

75 3,240円 20%

100 4,200円 20%



２．料金水準の検討条件 4

■ケース３ 料金収入全体を 25％ 増収とする場合の料金改定（1ヶ月分、税抜） 量水器使用料（1ヶ月分、税抜）

区分 用途 基本水量 基本料金 超過水量
超過料金

1㎥につき
改定率 口径 ｍｍ 料金 改定率

専用栓 家庭用 10㎥まで 1,025円11～20㎥ 145円 32% 13 100円 25%

共用栓 営業用 （改定率） 21～30㎥ 155円 35% 20 175円 25%

の区分なし 団体用 25%31～50㎥ 165円 38% 25 190円 27%

用途区分なし 51～100㎥ 175円 40% 30 315円 26%

101㎥～ 185円 42% 40 365円 26%

※平均的な家庭（1ヶ月20㎥使用、量水器口径13ｍｍ）の場合
①1,025円＋②145円×③10㎥＋④100円 ＝ ⑤2,575円（575円アップ、28.8％アッ
プ）

50 2,500円 25%

75 3,375円 25%

100 4,375円 25%

■ケース４ 料金収入全体を 30％ 増収とする場合の料金改定（1ヶ月分、税抜） 量水器使用料（1ヶ月分、税抜）

区分 用途 基本水量 基本料金 超過水量
超過料金

1㎥につき
改定率 口径 ｍｍ 料金 改定率

専用栓 家庭用 10㎥まで 1,065円11～20㎥ 150円 36% 13 105円 31%

共用栓 営業用 （改定率） 21～30㎥ 160円 39% 20 180円 29%

の区分なし 団体用 30%31～50㎥ 170円 42% 25 195円 30%

用途区分なし 51～100㎥ 180円 44% 30 325円 30%

101㎥～ 195円 50% 40 375円 29%

※平均的な家庭（1ヶ月20㎥使用、量水器口径13ｍｍ）の場合
①1,065円＋②150円×③10㎥＋④105円 ＝ ⑤2,670円（670円アップ、33.5％アッ
プ）

50 2,600円 30%

75 3,510円 30%

100 4,550円 30%



３．試算結果（単年度 水道料金収入） 令和２年度実績より

ケース１ １５％増収の場合 〇印は、一か月検針（途中契約、途中解約など)
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（単位：円）

区分１（用途） 区分（口径） 合計 / 旧料金（税抜） 合計 / 新料金（税抜） 合計 / 新旧増減額

家庭 175,524,010 207,932,840 32,408,830

〇家庭13mm 326,395 378,400 52,005

〇家庭20mm 135,165 158,260 23,095

家庭13mm 132,442,945 156,220,845 23,777,900

家庭20mm 34,465,125 40,717,055 6,251,930

家庭25mm 2,761,480 3,452,835 691,355

家庭30mm 2,152,355 2,767,990 615,635

家庭40mm 1,074,515 1,368,680 294,165

家庭50mm 783,600 1,024,780 241,180

家庭75mm 1,382,430 1,843,995 461,565

営業・団体 67,728,575 76,026,155 8,297,580

〇営業・団体13mm 167,285 137,420 -29,865

〇営業・団体20mm 81,780 67,880 -13,900

〇営業・団体25mm 31,385 30,155 -1,230

〇営業・団体30mm 36,245 40,435 4,190

〇営業・団体40mm 331,960 399,530 67,570

〇営業・団体50mm 107,785 128,065 20,280

営業・団体100mm 6,804,185 8,180,795 1,376,610

営業・団体13mm 7,582,025 6,922,155 -659,870

営業・団体20mm 7,378,070 7,572,215 194,145

営業・団体25mm 4,591,130 4,882,195 291,065

営業・団体30mm 3,423,540 3,767,280 343,740

営業・団体40mm 10,283,305 11,958,685 1,675,380

営業・団体50mm 26,324,925 31,258,680 4,933,755

営業・団体75mm 584,955 680,665 95,710

共用 1,455,540 1,698,635 243,095

〇共用 4,430 5,115 685

共用 1,451,110 1,693,520 242,410

総計 244,708,125 285,657,630 （増収見込額) 40,949,505



３．試算結果（単年度 水道料金収入） 令和２年度実績より

ケース２ ２０％増収の場合 〇印は、一か月検針（途中契約、途中解約など)
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（単位：円）

区分１（用途） 区分（口径） 合計 / 旧料金（税抜） 合計 / 新料金（税抜） 合計 / 新旧増減額

家庭 175,524,010 218,403,275 42,879,265

〇家庭13mm 326,395 396,190 69,795

〇家庭20mm 135,165 165,735 30,570

家庭13mm 132,442,945 164,070,800 31,627,855

家庭20mm 34,465,125 42,814,175 8,349,050

家庭25mm 2,761,480 3,612,850 851,370

家庭30mm 2,152,355 2,893,485 741,130

家庭40mm 1,074,515 1,428,925 354,410

家庭50mm 783,600 1,075,960 292,360

家庭75mm 1,382,430 1,945,155 562,725

営業・団体 67,728,575 79,901,825 12,173,250

〇営業・団体13mm 167,285 143,480 -23,805

〇営業・団体20mm 81,780 70,990 -10,790

〇営業・団体25mm 31,385 31,315 -70

〇営業・団体30mm 36,245 42,345 6,100

〇営業・団体40mm 331,960 422,045 90,085

〇営業・団体50mm 107,785 134,875 27,090

営業・団体100mm 6,804,185 8,639,545 1,835,360

営業・団体13mm 7,582,025 7,247,500 -334,525

営業・団体20mm 7,378,070 7,920,990 542,920

営業・団体25mm 4,591,130 5,104,110 512,980

営業・団体30mm 3,423,540 3,937,165 513,625

営業・団体40mm 10,283,305 12,573,255 2,289,950

営業・団体50mm 26,324,925 32,920,695 6,595,770

営業・団体75mm 584,955 713,515 128,560

共用 1,455,540 1,791,315 335,775

〇共用 4,430 5,345 915

共用 1,451,110 1,785,970 334,860

総計 244,708,125 300,096,415 （増収見込額) 55,388,290



３．試算結果（単年度 水道料金収入） 令和２年度実績より

ケース３ ２５％増収の場合 〇印は、一か月検針（途中契約、途中解約など)
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（単位：円）

区分１（用途） 区分（口径） 合計 / 旧料金（税抜） 合計 / 新料金（税抜） 合計 / 新旧増減額

家庭 175,524,010 228,076,920 52,552,910

〇家庭13mm 326,395 413,015 86,620

〇家庭20mm 135,165 172,335 37,170

家庭13mm 132,442,945 171,479,090 39,036,145

家庭20mm 34,465,125 44,779,105 10,313,980

家庭25mm 2,761,480 3,740,435 978,955

家庭30mm 2,152,355 2,970,850 818,495

家庭40mm 1,074,515 1,474,795 400,280

家庭50mm 783,600 1,092,840 309,240

家庭75mm 1,382,430 1,954,455 572,025

営業・団体 67,728,575 81,411,035 13,682,460

〇営業・団体13mm 167,285 149,525 -17,760

〇営業・団体20mm 81,780 73,760 -8,020

〇営業・団体25mm 31,385 32,615 1,230

〇営業・団体30mm 36,245 43,445 7,200

〇営業・団体40mm 331,960 422,700 90,740

〇営業・団体50mm 107,785 136,155 28,370

営業・団体100mm 6,804,185 8,659,105 1,854,920

営業・団体13mm 7,582,025 7,558,865 -23,160

営業・団体20mm 7,378,070 8,260,080 882,010

営業・団体25mm 4,591,130 5,290,735 699,605

営業・団体30mm 3,423,540 4,085,905 662,365

営業・団体40mm 10,283,305 12,753,885 2,470,580

営業・団体50mm 26,324,925 33,216,945 6,892,020

営業・団体75mm 584,955 727,315 142,360

共用 1,455,540 1,865,970 410,430

〇共用 4,430 5,560 1,130

共用 1,451,110 1,860,410 409,300

総計 244,708,125 311,353,925 （増収見込額) 66,645,800



３．試算結果（単年度 水道料金収入） 令和２年度実績より

ケース４ ３０％増収の場合 〇印は、一か月検針（途中契約、途中解約など)
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（単位：円）

区分１（用途） 区分（口径） 合計 / 旧料金（税抜） 合計 / 新料金（税抜） 合計 / 新旧増減額

家庭 175,524,010 236,410,175 60,886,165

〇家庭13mm 326,395 429,000 102,605

〇家庭20mm 135,165 178,570 43,405

家庭13mm 132,442,945 177,721,160 45,278,215

家庭20mm 34,465,125 46,383,200 11,918,075

家庭25mm 2,761,480 3,881,545 1,120,065

家庭30mm 2,152,355 3,088,885 936,530

家庭40mm 1,074,515 1,530,070 455,555

家庭50mm 783,600 1,142,760 359,160

家庭75mm 1,382,430 2,054,985 672,555

営業・団体 67,728,575 85,097,260 17,368,685

〇営業・団体13mm 167,285 155,450 -11,835

〇営業・団体20mm 81,780 76,520 -5,260

〇営業・団体25mm 31,385 33,725 2,340

〇営業・団体30mm 36,245 45,220 8,975

〇営業・団体40mm 331,960 445,160 113,200

〇営業・団体50mm 107,785 142,865 35,080

営業・団体100mm 6,804,185 9,116,595 2,312,410

営業・団体13mm 7,582,025 7,843,430 261,405

営業・団体20mm 7,378,070 8,554,775 1,176,705

営業・団体25mm 4,591,130 5,486,610 895,480

営業・団体30mm 3,423,540 4,235,480 811,940

営業・団体40mm 10,283,305 13,346,955 3,063,650

営業・団体50mm 26,324,925 34,855,170 8,530,245

営業・団体75mm 584,955 759,305 174,350

共用 1,455,540 1,934,615 479,075

〇共用 4,430 5,775 1,345

共用 1,451,110 1,928,840 477,730

総計 244,708,125 323,442,050 （増収見込額) 78,733,925



３．試算結果（単年度 水道料金収入） 令和２年度実績より

現行料金、ケース１～４ 総括表（税抜）
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項目 現行：料金収入 ケース1：料金収入 ケース2：料金収入 ケース3：料金収入 ケース4：料金収入

家庭 175,524,010 207,932,840 218,403,275 228,076,920 236,410,175

営業・団体 67,728,575 76,026,155 79,901,825 81,411,035 85,097,260

共用 1,455,540 1,698,635 1,791,315 1,865,970 1,934,615

料金収入総計 244,708,125 285,657,630 300,096,415 311,353,925 323,442,050
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単年度料金収入の見通し（単位：千円）

家庭 営業・団体 共用

（単位：円）



４．新設分担金、浴場用料金の創設

水道を新設するときに、支払っていただく新設分担金制度を創設します。

また、浴場用料金を創設します。

新設分担金（案）

新設（税抜）

浴場用料金（1ヶ月分）（案）

新設（税抜）
単位（円） 単位（円）

口 径 区 分

１３mm 30,000 基 本 料 金 なし

２０mm 60,000
従 量 料 金

（１㎥につき）
50

２５mm 100,000

３０mm 150,000

４０mm 300,000

５０mm 600,000

７５mm 1,600,000

１００mm 3,000,000

10



５．試算結果（単年度 新設分担金収入）

単年度で、３，７３４，０００円（税抜、５ヶ年実績の平均）の収入を見込んでいます。
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平成28年度～令和２年度 水道新設実績件数

口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm

平成28年度 24 33

平成29年度 16 46 3 1 2 1

平成30年度 15 33 1

令和元年度 27 16 1 2 1 2

令和２年度 8 29 1 1

計 90 157 5 3 4 2 2 0

５ヶ年平均 18.0 31.4 1.0 0.6 0.8 0.4 0.4 0.0 

単年度分担金

見込(単位:円)
540,000 1,884,000 100,000 90,000 240,000 240,000 640,000 0 3,734,000



６．試算結果（収益的収支）

ケース１ 料金収入１５％増収＋新設分担金創設の場合（令和５年度から）
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６．試算結果（収益的収支） 13

ケース２ 料金収入２０％増収＋新設分担金創設の場合（令和５年度から）



６．試算結果（収益的収支） 14

ケース３ 料金収入２５％増収＋新設分担金創設の場合（令和５年度から）



６．試算結果（収益的収支） 15

ケース４ 料金収入３０％増収＋新設分担金創設の場合（令和５年度から）



７．試算結果（経常損益の見通し）

現行料金、ケース１～４（令和５年度から料金改定した場合の経常損益の見通し）

16

健全（黒字）経営可能期間（令和５年度以降）
現行料金：２年間（令和５～６年度）
ケース１（料金収入１５％増収） ： ８年間（令和５～１２年度） ケース２（料金収入２０％増収） ：１０年間（令和５～１４年度）
ケース３（料金収入２５％増収） ：１２年間（令和５～１６年度） ケース４（料金収入３０％増収） ：１４年間（令和５～１８年度）
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経常損益の見通し （単位：千円）

現行料金 経常損益 ケース1 経常損益 ケース2 経常損益 ケース3 経常損益 ケース4 経常損益



８．県内他市の状況（水道料金（量水器使用料を含む）） 17

県内他市 水道料金一覧（1ヶ月分、税抜）
（単位：円）

水量
安芸市（現行） 室戸市 香南市 香美市 南国市 高知市

13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜

10㎥ 900 960 980 1,050 986 1,086 900 950 810 1,420 1,164 1,164

20㎥ 2,000 2,060 2,680 2,750 2,026 2,126 1,800 1,850 1,510 2,120 2,534 2,534

30㎥ 3,150 3,210 4,380 4,450 3,186 3,286 2,700 2,750 2,210 2,820 4,174 4,174

40㎥ 4,350 4,410 6,080 6,150 4,346 4,446 3,600 3,650 3,260 3,870 6,104 6,104

50㎥ 5,550 5,610 7,780 7,850 5,506 5,606 4,500 4,550 4,310 4,920 8,034 8,034

水量
土佐市 須崎市 四万十市 宿毛市 土佐清水市 他市平均

13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜

10㎥ 958 1,018 1,250 1,250 972 1,008 970 990 1,000 1,030 999 1,097

20㎥ 2,158 2,218 2,500 2,500 2,172 2,208 2,270 2,290 2,500 2,530 2,215 2,313

30㎥ 3,358 3,418 3,950 3,950 3,372 3,408 3,770 3,790 4,000 4,030 3,510 3,608

40㎥ 4,558 4,618 5,450 5,450 4,572 4,608 5,270 5,290 5,500 5,530 4,874 4,972

50㎥ 5,758 5,818 6,950 6,950 5,772 5,808 6,770 6,790 7,000 7,030 6,238 6,336

※1ヶ月の家庭用料金で消費税抜きの金額（令和3年7月現在 量水器使用料を含む）

水量
安芸市（15％増収） 安芸市（20％増収） 安芸市（25％増収） 安芸市（30％増収）

13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜ 13㎜ 20㎜

10㎥ 1,035 1,105 1,080 1,155 1,125 1,200 1,170 1,245

20㎥ 2,335 2,405 2,480 2,555 2,575 2,650 2,670 2,745

30㎥ 3,735 3,805 3,930 4,005 4,125 4,200 4,270 4,345

40㎥ 5,235 5,305 5,480 5,555 5,775 5,850 5,970 6,045

50㎥ 6,735 6,805 7,030 7,105 7,425 7,500 7,670 7,745



８．県内他市の状況（新設分担金） 18

県内他市 新設分担金一覧（税抜）
(単位：円)

口径 安芸市（案） 室戸市 香南市 香美市 南国市 高知市

13ｍｍ 30,000 30,000 40,000 40,000 30,000 54,000

20ｍｍ 60,000 81,000 50,000 50,000 80,000 141,000

25ｍｍ 100,000 135,000 100,000 100,000 132,000 306,000

30ｍｍ 150,000 188,000 170,000 170,000 189,000 468,000

40ｍｍ 300,000 340,000 660,000 660,000 342,000 954,000

50ｍｍ 600,000 511,000 1,270,000 1,270,000 513,000 1,584,000

75ｍｍ 1,600,000 1,265,000 4,220,000 別途定める 1,182,000 4,248,000

100ｍｍ 3,000,000 2,151,000 10,020,000 別途定める 1,773,000 8,784,000

口径 土佐市 須崎市 四万十市 宿毛市 土佐清水市 他市平均

13ｍｍ 40,000 20,000 20,000 20,000 32,667

20ｍｍ 40,000 40,000 40,000 40,000 62,444

25ｍｍ 70,000 70,000 70,000 67,000 116,667

30ｍｍ 110,000 110,000 100,000 115,000 180,000

40ｍｍ 230,000 200,000 200,000 191,000 419,667

50ｍｍ 390,000 340,000 350,000 333,000 729,000

75ｍｍ 1,100,000 900,000 900,000 861,000 1,834,500

100ｍｍ 2,200,000 1,700,000 2,000,000 1,700,000 3,791,000

※ 安芸市・土佐市は新設分担金の徴収なし。（令和3年7月現在）



８．県内他市の状況（浴場用料金） 19

県内他市 浴場用水道料金一覧（1ヶ月分、税抜き）

基本料金 超過分
1ヶ月1,000㎥使った場合

（元気風呂相当）の料金（税抜き）

高知市
60㎥まで4,000円
（1㎥：66円）

60㎥～100㎥（1㎥：30円）
100㎥～200㎥（1㎥：40円）
200㎥～（1㎥：45円）

45,200円

安芸市（案） なし 1㎥：50円 50,000円

香美市
300㎥まで12,000円
（1㎥：40円）

1㎥：50円 47,000円

土佐市
100㎥まで7,380円
（1㎥：73.8円）

1㎥：84円 82,980円

須崎市 なし 1㎥：35円 35,000円

土佐清水市
10㎥まで880円
（1㎥：88円）

1㎥：80円 80,080円



県内他市 用途別水道料金体系（令和３年７月現在）

高知市 一般用、浴場用、特別用

室戸市
専用栓：家庭用、団体用、営業用、高区団体用
共用栓：家庭用
特別栓：船舶用、臨時用

安芸市 現行（家庭用、営業用、団体用、共用栓） → 案（一般用、浴場用）

香南市 家庭用、集落公民館、家庭用・集落公民館以外

香美市 一般用、臨時用、浴場用

南国市 一般用、特別用

土佐市 家庭用、営業用、団体用、プール用、公衆浴場、須崎市用

須崎市 区分名称なし（一般用）、浴場用、臨時用、漁業用

四万十市 統一料金

宿毛市 一般用、船舶用、中核工業団地内工業用

土佐清水市 家庭用、浴場用、船舶用、臨時用

８．県内他市の状況（用途別水道料金体系）
20



９．県内他市町村の水道料金改定の状況 21

県内他市町村 水道料金改定状況（令和３年７月現在）

直近（今後を含む）の料金改定時期 改定（値上）幅

高知市 平成１４年（平成２３年に大口分のみの改定をしている） 7.5%

室戸市 昔すぎて不明

安芸市 平成１１年４月 17%

香南市 昔すぎて不明

香美市 令和4年4月予定（令和9年4月にもう1回15％改定し、併せて30％改定する予定） 15%

南国市 昔すぎて不明（平成２５年１０月に大口分のみの改定をしている）

土佐市 平成３０年５月 20%

須崎市 平成１３年 14.5%

四万十市 平成２８年４月 20%

宿毛市 平成元年 20%

土佐清水市 平成３０年５月 14.5%

いの町 平成３１年４月 30%

四万十町 令和２年４月 9.5%

東洋町 令和２年５月 20%

佐川町 令和３年４月 20%

仁淀川町 令和３年４月 30%


